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○伊達市防災士登録制度実施要綱 

令和５年６月１日告示第115号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が行う防災対策等において防災士と連携を図ることにより、地域の防

災力向上に資することを目的とする伊達市防災士登録制度（以下「登録制度」という。）の

実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「防災士」とは、地域防災力向上のための意識、知識及び技能を有

する者で、認定特定非営利活動法人日本防災士機構から認証を受けた者をいう。 

（登録対象者） 

第３条 登録制度の登録対象者は、次の各号のいずれにも該当する防災士とする。 

(１) 市内に住所を有する者又は市内の事業所若しくは学校等に在籍する者 

(２) 登録制度の趣旨に賛同し、第５条第１項各号に定める活動に協力できる者 

（登録の申請） 

第４条 登録制度に登録しようとする者は、防災士登録制度登録申請書（様式第１号）により、

市長に申請しなければならない。ただし、伊達市防災士資格取得補助金交付要綱（令和４年

伊達市告示第52号。以下「補助金交付要綱」という。）に基づく補助金の交付を受けた者は、

申請を省略することができる。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは申請の内容を、前項の規定により申請を省略したとき

は補助金交付要綱第６条に規定する交付申請書の内容を確認の上、防災士登録制度登録者台

帳（様式第２号）（以下「登録者台帳」という。）に必要な事項を登録する。ただし、申請

書に記載された内容が適当でないものは、登録を行わないものとする。 

３ 市長は、前項により登録者台帳に登録された者（以下「登録者」という。）に対し、防災

士登録制度登録通知書（様式第３号）を交付する。ただし、第１項ただし書の規定により申

請を省略した場合は、この限りでない。 

（登録者の活動内容） 

第５条 登録者は、防災に関する知見を活かし、地域における防災の専門家として、平常時又

は災害時において、自らの身体生命の安全を確保した上で、可能な範囲で次に定める防災及

び減災対策に関する活動を行うものとする。 

(１) 自宅、近所、職場、親戚宅等での防災対策の実践と普及啓発活動 

(２) 自らが所属する自主防災組織における防災知識の普及、防災訓練の指導等、自主防災

組織の活動活性化に資する活動 

(３) 地区防災計画策定の支援及び地区防災計画に基づく避難訓練の実施等への協力 

(４) 市が実施する防災訓練等の支援 

(５) 災害時における周囲の人々の安全確認及び必要に応じた救出救助 

(６) 火災発生時における初期消火活動 

(７) 災害時における地域住民の避難支援及び避難誘導活動 

(８) 災害時に市が実施する指定緊急避難場所及び指定避難所の開設並びに運営に対する支

援活動 

(９) 被災地の復興支援活動 

(10) その他防災及び減災対策に関する活動 

２ 登録者は、前項各号に定める防災及び減災対策に関する活動について市から協力の要請が
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あったときは、可能な限り協力するものとする。 

（登録内容の変更） 

第６条 登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更に係る事項について

防災士登録制度登録内容変更届出書（様式第４号）により市長に届け出なければならない。 

（登録の抹消） 

第７条 登録者は、登録制度の登録を抹消しようとするときは、防災士登録制度登録抹消届出

書（様式第５号）により市長に届け出なければならない。 

（登録の取消し） 

第８条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を取り消す

ことができる。 

(１) 第３条の規定による登録対象者の要件に該当しなくなったとき。 

(２) 心身の故障その他の理由により、職務を行うことができないと認めるとき。 

(３) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、登録者として不適当であると市長が認める事実があった

とき。 

（市の役割） 

第９条 市は、登録者の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。 

(１) 防災に関する研修、知識習得等の機会提供 

(２) 自治会、自主防災組織等との連絡調整 

(３) その他登録者の円滑な活動に必要な事項 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 

 


